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【福岡県中間遠賀地域雇用開発計画】 

 

第 1  雇用開発促進地域の区域 

当計画の対象地域は八幡公共職業安定所管内のうち北九州市若松区、戸畑区、八幡東区・西区 

を除いた地域であり、対象市町村は中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町の１市４町である。

自然的には、北は響灘に面し、南は直方平野に隣接し、東は政令市の北九州市に囲まれた地域 

である。 

経済的には、明治以来、北九州工業地帯の一部として、鉄鋼、機械、金属、電気、化学などの 

産業が発展してきた地域である。近年では、隣接する北九州市圏域に、自動車産業等の企業集積

に伴う自動車関連産業の進出及び地場企業の同産業への参入が期待される地域である。 

社会的には、北九州市の周辺都市として発展してきているが、地域の高齢化・過疎化が懸念さ 

れる地域である。 

以上より、当地域は、地域雇用開発促進法第２条第２項第１号に示すように、自然的経済的社

会的に一体性を有すると考えることができる。 

 

（要件の検討） 

① 直近の国勢調査における当地域の労働力人口に対する最近３年間の一般有効求職者数の

月平均値の割合は 3.8％となっている。基準となる全国平均値（3.2％）以上であり、要

件を満たしている。 

【中間遠賀地域を所管する公共職業安定所における労働力人口に対する一般有効求職者数の月平均値の割合】 

 一般有効求職者数の

月平均値（人） 

労働力人口（人） 

（令和２年） 

労働力人口に 

対する割合（％） 

基準 

(全国平均値) 

R4.10～R5.9 9,639 261,403 3.7  

R5.10～R6.9 9,995 261,403 3.8  

R6.10～R7.9 9,868 261,403 3.8  

３年平均   3.8 3.2 

 （資料出所）職業安定業務統計を基に算出 注)八幡公共職業安定所管内全域の数値 

 

② 当地域における令和６年10月～令和７年９月の一般有効求人倍率の月平均値は0.83 倍とな

っている。基準となる全国平均値の３分の２（0.83倍）以下であり、要件を満たしている。 

《中間遠賀地域の一般有効求人倍率》     《中間遠賀地域の常用有効求人倍率》 

  有効求人倍率(倍) 基準 

 

 有効求人倍率(倍) 基準 

R4.10～R5.9 0.96  R4.10～R5.9 0.90  

R5.10～R6.9 0.88  R5.10～R6.9 0.83  

R6.10～R7.9 0.83 0.83 R6.10～R7.9 0.78 0.75 

３年平均 0.89 0.85 ３年平均 0.84 0.77 

 （資料出所）職業安定業務統計を基に算出 注)八幡公共職業安定所管内全域の数値 

以上より、当地域は地域雇用開発促進法施行規則第２条第１項第１号及び第２号の要件を満

たし、法第２条第２項の「雇用開発促進地域」に該当する。 
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第２  雇用開発促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項 

当地域の人口は 131,751 人で、県全体の人口の約 2.6%を占めている。労働力人口は 59,351 人

で、福岡県の労働力人口の 2.5%を占めている。労働力人口のうち、若者（15～34 歳）は 13,288

人であり、当地域における若者の比率（22.4%）は県全体の若者の比率（24.0%）を 1.6 ポイント

下回っている。逆に、当地域の高齢者（60 歳以上）は 15,317 人であり、当地域における高齢者

の比率（25.8%）は県全体の高齢者比率（23.1%）を 2.7 ポイント上回っており、労働力の高齢化

が若干進行している。（令和２年国勢調査） 

当地域の完全失業率は 6.2%であり、特に若者（15～34 歳）で 8.4%である。これは、県平均の

完全失業率（4.6%）を 1.6 ポイント上回り、県平均の若者の完全失業率（6.1%）を 2.3 ポイント

上回っており、県平均に比べ、完全失業率が高い地域である。 

また、県平均の完全失業率（令和７年７－９月期）は 2.8％と、前年同期に比べ 0.2 ポイント

改善しているが、全国平均（2.5％）を上回っており、依然として厳しい状況にある。（労働力調

査（基本集計）） 

産業構成を見ると、地域内の民営事業所で働く 36,843 人（県全体の 1.6%）の従業者のうち、

医療，福祉の従業者が 9,421 人（25.6%）と最も多い。次いで卸売業，小売業 7,619 人（20.7%）、

製造業 5,067 人（13.8%）である（令和３年経済センサス‐活動調査）。 

職業別の新規求人数を見ると、医療・福祉関係 15,167 人、建設業 4,968 人、製造業 4,255 人な

どの求人が多い。（令和５年度職業安定業務年報） 

当地域における直近３年間平均の有効求人倍率は、一般有効求人倍率 0.89 倍、常用有効求人倍

率は 0.84 倍となっており。全般的に有効求職者に比べて有効求人は少ない。 

 

第３ 雇用開発促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項 

１ 地域雇用開発の実績について  

前計画（平成 27 年 4 月～平成 30 年 4 月）の目標数値 200 人に対する実績は 89 人であり、

助成金を支給した業種は、主に社会福祉・介護、医療関係であった。実績は下表のとおりで

ある。 

≪地域雇用開発の実績≫     

 目標 
実績（平成 27 年４月～平成 30 年４月） 

累計 初年度 翌年度 最終年度 

対象労働者数（人） 200 89 56 28 5 

支給決定金額（千円） － 54,850 33,050 18,800 3,000 

 

２ 地域雇用開発の目標について  

隣接する北九州市圏域に集積する自動車関連産業の影響もあり、地場メーカーのこの分野

への参入など雇用機会の拡大が期待される地域である。また、北九州市と福岡市の間に位置

し JR（鹿児島本線、筑豊本線）、筑豊電気鉄道、国道（３号、495 号）などの交通網により、

両市へは１時間程度の通勤圏となっており、その立地を活かした北九州市の衛星都市として、

住宅や商業施設が立地していることから、卸売業・小売業や生活関連サービス業、娯楽業、
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医療・福祉等による雇用の拡大も期待される。今回の計画では、前計画における実績等を踏

まえ、「地域雇用開発助成金」による雇入れ数 80 人を目標とする。 

今後も助成金制度の周知広報に努め、当該助成金の有効活用を図り、地域の雇用機会の開

発を促進する。 

 

第４ 雇用開発促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項 

１ 新たな雇用機会の開発の促進等に関する事項 

（１）地域未来投資促進法との連携 

国の地域未来投資促進法の同意を受けた、もしくは同意を目指している地域については、

地域雇用開発の促進に資する取組として、国の産業施策との連携を図りながら、雇用開発に

取り組む。 

（２）地域再生法の活用 

安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目指し、地域

再生法に基づき認定を受けた地域再生計画で定める地域について、企業の本社機能の移転・

拡充に取り組む。 

（３）雇用機会の開発に関する重点施策 

ア 商工施策 

県内においては、①グリーンアジア国際戦略総合特区、②バイオ産業拠点化の推進、③

グリーンデバイス開発・生産拠点化の推進、④ＩＴ産業の振興、⑤宇宙ビジネスの振興、

⑥有機光エレクトロニクス研究開発拠点化の推進、⑦水素エネルギー産業の振興、⑧北部

九州自動車産業グリーン先進拠点プロジェクトの推進、⑨航空機関連産業の振興などを中

心に、新たな成長産業の育成・集積・拠点化を促進し、雇用機会の拡大を図る。 

①グリーンアジア国際戦略総合特区の推進 

本県と北九州市、福岡市が一体となって進めている「グリーンアジア国際戦略総合特区」

は、地域に蓄積された産業・技術・人材・ネットワークなどの強みを活かし、環境を軸と

した産業の国際競争力を強化し、アジアから世界に展開する産業拠点の構築を図るもので

ある。 

特区を強力に推進するため、国による金融・税制面の支援に加え、県による企業立地促

進交付金の上乗せや不動産取得税の課税免除、両政令市による固定資産税の課税免除など

地域独自の支援を講じ、企業の設備投資を支援する。 

また、平成 25 年度からは、特区の効果を広く県内中小企業に波及させるため、県内中

小企業が特区関連事業に関連して行う設備投資に対する助成も実施している。 

②バイオ産業拠点化の推進 

本県は令和３年に国（内閣府）の「地域バイオコミュニティ」（地域の企業や研究機関

を中核として、特色あるバイオ産業を展開することで、持続可能な循環型社会を実現し、

世界市場にも進出する企業が活躍・発展する地域拠点）第１号に認定された。 

今後、国のバイオエコノミー戦略と連携した「福岡バイオコミュニティ」の形成を進め

るため、本県の強みである「次世代創薬」、「再生医療」、「バイオものづくり」、「機
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能性表示食品」の４分野をターゲットに、リーディングプロジェクトや製品開発支援、ビ

ジネス展開支援等に取り組む。 

③グリーンデバイス開発・生産拠点化の推進 

本県には、数多くの優れた半導体関連企業、半導体人材を育成する大学や高専、工業高

校等の教育機関が集積している。さらに、他に例を見ない公的支援機関として、企業の研

究開発を支える「福岡超集積半導体ソリューションセンター」や半導体人材を育成する「福

岡半導体リスキリングセンター」を有している。 

こうした強みを活かし、産学官が連携して、新製品開発支援やビジネス展開、人材育成

等に取り組み、カーボンニュートラルに対応する製造業を支える「グリーンデバイス」の

開発・生産拠点化を推進する。 

④ＩＴ産業の振興 

本県には、これまでの取組により優れた技術を持つＩＴベンチャー・エンジニアが集積

している。こうした強みを活かしながら、産学官連携組織「福岡県未来ＩＴイニシアティ

ブ」の取組を通じて、ＩＴベンチャー企業の新製品・サービス開発支援や市場展開支援、

最新の技術やＩＴ関連ビジネスの動向等を発信するフォーラムの開催、青少年を対象とし

た将来の IT 人材育成等に取り組む。 

⑤宇宙ビジネスの振興 

本県には、これまでの産業政策により、世界トップレベルの性能を持つ小型レーダー衛

星の打ち上げに成功した宇宙ベンチャー企業や高度な技術を持つものづくり企業、ＩＴベ

ンチャー企業、大学等が集積している。こうした強みが評価され、令和２年、国（内閣府）

から「宇宙ビジネス創出推進自治体」に選定された。 

本格的な宇宙利用時代の到来に向け、国やＪＡＸＡと連携し、宇宙ビジネスに挑戦する

際の基礎的な研究段階から、具体的な製品・サービスの開発、その生産の加速化や製品性

能等の実証まで、一連の取組を切れ目なく支援し、本県発の宇宙ビジネスの創出に取り組

む。 

⑥有機光エレクトロニクス研究開発拠点化の推進 

有機光エレクトロニクス分野の研究で世界をリードする九州大学や関連するベンチャ

ー企業、有機光エレクトロニクス実用化開発センター等の公的支援機関の集積を活かし、

県内中小・ベンチャー企業が取り組む次世代発光材料や製造装置の製品開発支援、ビジネ

ス展開支援等に取り組み、関連産業の育成・拠点化を推進する。 

⑦水素エネルギー産業の振興 

水素はカーボンニュートラルのキーテクノロジーとして位置づけられており、産業や運

輸など幅広い分野での活躍が期待されている。 

本県では環境施策を経済成長につなげるため、「福岡県水素グリーン成長戦略」を策定

しており、この戦略のもと、水素分野への参入や水素関連技術･製品の導入等に向けた助

言・マッチングを行うとともに、九州大学や水素エネルギー製品研究試験センター等、最

先端の研究、試験機関と連携しつつ、製品開発や社会実証等への支援に取り組む。 

⑧北部九州自動車産業グリーン先進拠点プロジェクトの推進 
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北部九州は４つの自動車メーカーが立地し、年間 150 万台の生産能力を持つ有数の生産

拠点として成長しており、世界に選ばれる電動車開発・生産拠点の形成、ＣＡＳＥに対応

したサプライヤーの集積、工場や輸送分野における脱炭素化の実現、先進的なクルマ・モ

ビリティの実証等の取組を推進し、未来に向けて成長を続ける自動車産業の拠点としての

発展を目指す。 

⑨航空機関連産業の振興 

産学官からなる「福岡県航空機産業振興会議」を平成 22 年に設立し、24 時間運航可能

な北九州空港などのポテンシャルをフルに活用し、航空機関連企業の誘致に取り組むとと

もに、自動車部品製造等の高い技術力を有する県内企業の航空機産業への参入促進に取り

組む。 

⑩企業誘致の推進 

国際競争力を持ち、北部九州へのさらなる集積が期待できる自動車関連企業に加え、今

後成長が期待できる環境・エネルギー関連産業などについて、グリーンアジア国際戦略総

合特区も活用して積極的に誘致活動を行う。 

⑪観光 

豊富な自然を活用し、サイクリングやトレッキング（山歩き）をはじめとした様々な活

動や遊びと観光を組み合わせた体験・交流型の観光振興に取り組むことで、県内への来訪

を促進し、旅行消費の拡大やリピーター化を図るとともに、広く県内周遊が行われるよう、

新たな旅のニーズに合わせたプロモーションや県内周遊バスツアー「よかバス」の周知広

報を行い、国内外からの誘客の促進を図る。 

⑫その他 

事業拡大に必要な資金調達に特化した支援等、成長意欲の高い起業家を伴走支援するこ

とで、県内スタートアップへの投資を促進する。 

地域資源の活用や地域課題の解決をテーマとしたビジネスプランコンテストの開催を

通じ、創業者を発掘するとともに、「地域中小企業支援協議会」を中心に地域ぐるみの創

業支援を実施する。 

 

イ 農林水産施策 

農林漁業への就業希望者に対し、対面のほか、オンラインも活用した新規就業セミナ

ー・相談会を開催するとともに、農林漁業就業マッチングセンターによる就職応援サイト

の運営により、新規就業者の確保を図る。 

農業分野では、雇用就業者の円滑な就業に向けた支援により新規就農の促進を図る。ま

た、経営の複合化や６次産業化、雇用導入による規模拡大等を通じた収益力の向上で、雇

用の受け皿となる農業法人等の経営の強化を促進する。 

林業分野では、人材の育成・確保と雇用の安定を図るため、新規参入者への技術・技能

研修の実施や林業雇用管理改善の指導等を行う。また、社会保険等への加入促進、林業退

職金制度の掛金等への助成を行う。 

漁業分野では、ＩＣＴを活用した水温や潮流等の予測情報の提供により、漁業者の経営
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力の強化を図る。また、漁場の整備等により、雇用型漁業等の経営安定を図る。 

 

２ 職業能力開発の推進に関する事項 

（１）高校生・大学生等 

県内の職業系高校、大学、高専及び専修学校等において、産業界の要請に応じた基礎知識・

基礎学力を身に付けた優秀な人材を育成する。 

 

（２）求職者や非正規雇用労働者等 

求職者や非正規雇用労働者等を対象に、県内７校の高等技術専門校において、ものづくり

分野を中心とした施設内訓練、就職支援を実施する。併せて、主に知識を習得するための短

期の訓練を民間教育訓練機関等に委託し、実施する。 

年代別・対象別の就職支援センターにおいても、個別相談や就職に役立つ各種セミナーを

実施する。また、若者就職支援センターでは、地元企業紹介事業を実施し、学生に対する地

元企業のＰＲを促進する。 

 

（３）女性 

「ママと女性の就業支援センター」において、非正規雇用・求職中の女性、子育て中の女

性等を対象に、将来のキャリアに関する相談、就職相談から就職支援情報・保育情報の提供、

就職あっせんまで一人一人の状況に応じたきめ細かな就職支援を一貫して実施する。 

 

（４）高齢者 

高齢者の高い就業・社会参加意欲に応えるため、「生涯現役チャレンジセンター」を中心

に、再就職や派遣、シルバー人材センターといった就労、ＮＰＯ・ボランティア活動への参

加など多様な選択肢の提案やマッチングを行うとともに、独自求人開拓や企業に対する定年

延長など「70 歳以上まで働ける制度」の導入の働きかけ等を実施する。 

 

（５）障がいのある人 

県内 13 の障がい保健福祉圏域すべてに設置している「障害者就業・生活支援センター」

において、障がいのある人の就業及びそれに伴う生活に必要な支援を実施するとともに、県

独自の職業紹介事業における就職相談から職場定着までの一連の支援や、福岡障害者職業能

力開発校における職業訓練、就職支援を通じて、障がい者雇用の拡大を図る。 

 

３ 労働力需給の円滑な結合の促進に関する事項 

年代別・対象別の就職支援センター、若者サポートステーション、ハローワーク、新卒応

援ハローワーク及び市町村の無料職業紹介所やふるさとハローワーク等において、就職相談、

就業セミナー、会社説明会やインターンシップ等の就職先とのマッチング機会の提供等を実

施し、求人・求職の円滑な結合を進める。 

また、中小企業雇用環境改善支援センターにおいて、中小企業の雇用環境の改善を支援し、



 - 7 -

多様な人材の確保・定着・育成を推進することで、労働者の雇用の安定を図る。 

 

４ 各種支援措置の周知徹底に関する事項 

事業主等に対しては、県中小企業振興センター、県中小企業振興事務所、地域内の商工会

議所、商工会、市町村及び公共職業安定所等の関係者と連携し、ガイドブック、チラシ、ホ

ームページ等によって企業支援情報等の周知に努める。 

求職者に対しては、年代別・対象別就職支援センターや労働者支援事務所、公共職業安定

所、公共職業訓練施設等において、職業能力開発や就職支援に関する情報の周知に努める。  

また、新聞広告、県広報誌、テレビ、ポスターや県ホームページなど、様々な媒体を活用

し、県民の利用を促す。 

 

５ 地域雇用開発の効果的な推進に関する事項 

福岡地方労働審議会、福岡県労働政策審議会、県内４地域での関係機関会議や市町村との

連絡会議において、関係機関や労使代表者との情報交換を図り、地域の実情に応じた施策の

立案や効果的な実施方法の検討を行い、各種施策を実施する。 

 

第５ 計画期間に関する事項 

本計画は厚生労働大臣の同意を得た日から３年間とする。 


